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社会福祉法人ノマド福祉会 

指定短期入所生活介護施設 はっさむ はる 

        及び 

指定予防短期入所生活介護施設 はっさむ はる 

  

重要事項説明書 
 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（北海道指定 ０１７０４０１９７０号） 

 

 当施設はご利用者に対して、指定短期入所生活介護サービス及び指定予防短期入所

生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上

ご注意いただきたいことを次の通り、説明いたします。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定結果「要支援１、２」「要介護１～５」

と認定された方が対象となります。 

 

◆ ◇ 目 次 ◇◆ 

  １． 事業者    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ２． 事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ３． 居室の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  ４． 面会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  ５． 職員の配置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  ６． 当施設が提供するサービスと利用料金 ・・・・・・・・・ ７ 

  ７． サービスの利用に関する留意事項・・・・・・・・・ ・・ １４ 

  ８． 個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

  ９． 苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 １０． 身体拘束の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 １１． 虐待防止に関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

１２． 非常災害対策及び業務継続計画・・・・・・・・・・・・・１８ 

 １３． 事故発生時の対応について ・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 １４． 身元保証人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 １５． ハラスメント対策について・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

                        令和８年４月１日現在 
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１．事業者 

（１）法人名      社会福祉法人  ノマド福祉会 

（２）法人所在地    北海道小樽市赤岩２丁目６６番７号 

（３）電話番号     ０１３４－３１－２２２２ 

（４）代表者氏名    理事長  田尻 稲雄 

（５）設立年月日    平成８年３月２７日 

 

 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定短期入所生活介護施設 

及び指定予防短期入所生活介護施設 

※ 当事業所は特別養護老人ホームはっさむはる（定員８０名）に併設されています。 

                

（２）事業所の目的    

   指定短期入所生活介護施設及び指定予防短期入所生活介護施設は、介護保険法 

令に従い、ご利用者が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営

むことができるように支援することを目的として、ご利用者に日常生活を営む為

に必要な居室及び共用施設等ご利用いただき、短期入所生活介護サービスを提供

します。 

 

（３）事業所の名称    指定短期入所生活介護施設 はっさむ はる 

                    及び 

    指定予防短期入所生活介護施設 はっさむ はる 

 

（４）事業所の所在地   北海道札幌市西区発寒１１条１丁目３－２０ 

 

（５）電話番号      ０１１－６６２－０００１ 

 

（６）事業所長（管理者）氏名    猪股 久美 

 

（７）当事業所の運営方針 

   利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日 

常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上 

の世話及び機能訓練を行なうことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用 

者の家族の心身的及び精神的負担の軽減を図るものとします。 
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（８）開設年月日     平成１８年９月１日 

 

（９）入居定員      ２０人 

（10人×10ユニット＝100床 内 80床は長期入居専用個室） 

 

 

 

（１０）営業日及び営業時間 

  

  営業日         年 中 無 休 

 

   受付日    月～土曜日（祝祭日及び 12月 30日～1月 3日以外） 

             ８：３０～１７：３０ 

 

 

３．居室等の概要 

 当施設では、各ユニット毎（合計 10 ユニット）に以下の居室・設備をご用意して

います。 

居室種類     室 数     設備種類   室 数    備 考 

                    居間・食堂   １ヶ所 

  ショートステイ    １０室 

（個室）         

                    台所      １ヶ所  

合  計     １０室    浴室・脱衣室  各１室 

                

                 トイレ     ３ヶ所  すべて車椅子対応 

 

 

  又、共有で使用していただく設備もご用意しています。 

    設備種類     室 数    備 考 

  特殊浴室       １室     ３階 

 

  介護ステーション   ２ヶ所    ２，３階 

 

  医務室        １ヶ所    ２階 

 

※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定短期入所生活介護事業所及び指定

予防短期入所生活介護事業所に必置が義務付けられている施設・設備です。この

施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用はありませ

ん。 



 4 

★居室に関する特記事項 

 居室内の暖房は、パネルヒーターです。（建物の構造上、一定の温度を保つ為に、

一部の居室のみパネルヒーターと床暖房を併用している居室もあります。） 

 又、各居室内には洗面所、ＴＶアンテナ、ナースコールの設備を設置しております。

各ユニット内の共用部の暖房は、床暖房とパネルヒーターです。その他、各ユニット

内の居間・食堂のみ冷房が設置されております。 

 

 

 

（１２）ご利用にあたって、別途利用料金をご負担いただく施設・設備 

 当施設に宿泊を希望されるご家族は「家族宿泊室 和《なごみ》」をご利用下さい。 

 

      利用料金： １泊（お１人） １，０００円 ＋ 食事代 

 

                詳しくは、生活相談員までお問い合わせ下さい。 

 

※ 上記は、介護保険の給付対象とならない為、ご利用の際は、ご契約者に別途利用 

料金をご負担いただきます。 

 

 

４.面会について 

    

  面会時間   概ね ８：００～２０：００ 

 

※ 面会時は、1 階にございます「面会簿」に必要事項をご記入下さい。 

※ 面会時間外は、ご相談に応じます。 

※ 感染症等が蔓延している場合は、面会制限をさせて頂く場合がございます。 
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５．職員の配置状況 

 当施設では、ご利用者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員とし

て、以下の職種の職員を配置しております。 

 

〈主な職員の配置状況〉   ※職員の配置については、指定基準を厳守しています。 

 職   種    ※常勤換算         指定基準 

 

施設長（管理者）  １名        常勤１人 

 

介護職員     ３４名以上      利用者：（介護＋看護）＝３：１ 

 

看護職員      １名以上 

 

生活相談員     １名以上      入居者：生活相談員＝１００：１ 

 

機能訓練指導員   １名以上           １名以上 

                       入居者：介護支援専門員＝100：１ 

介護支援専門員   １名以上      （施設内の他の職務との兼務可） 

 

医 師       １名（嘱託）        必要数 

 

管理栄養士     １名以上          １人以上 

※ 常勤換算： 職員それぞれの週あたりの勤務時間数の総数を当施設における 

常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

   例：週８時間勤務の介護職員が５名いる場合の常勤換算では 

         １名（８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

〈主な職種の勤務体制〉 

  職  種             勤 務 体 制 

 

医  師            木曜日《午前》 （毎週）   

（嘱託医） 

            標準的な時間帯における最低配置人数 

看護職員         月～金曜日 ８：３０～１７：３０  ２～３名 

             （土・日曜日は１～２名） 

             標準的な時間帯における最低配置人数 

         早出 ①７：３０～１６：３０  

            ②７：１５～１６：１５ （２，３階各５名） 

 介護職員         中出 １０：００～１９：００  

              遅出 １２：００～２１：００ （２，３階各５名） 

              夜勤 ①２１：００～翌日７：３０ 

                 ②２０：４５～翌日７：３０（２，３階各３名） 

 

機能訓練指導員      月～金曜日 ８：３０～１７：３０ １名 

  

生活相談員        月～金曜日８：３０～１７：３０  ２名 

（土曜日は１名） 

 

 

〈当施設の嘱託医〉※入居者対象 

 

 宮の森記念病院       札幌市中央区宮の森３条７丁目 5－25 

０１１－６４１－６６４１ 
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６．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

 当施設が提供するサービスについて、 

    （１）介護保険の給付の対象となるサービス Ｐ７～１０ 

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス Ｐ１１～１２ 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス （契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付さ

れます。 

〈サービスの概要〉 

①食事 

・ご利用者の状況により、必要な食事摂取の介護を行ないます。 

  ・ご利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事を摂っていただくことを 

原則としています。 

★食事時間（概ね）   朝食  ８：００～９：００ 

               昼食 １２：００～１３：００ 

               夕食 １７：００～１８：００ 

 

②入浴 

  ・入浴または清拭を毎週２回以上行います。 

  ・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

 

③排泄 

・排泄の自立を促す為、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行ないます。 

 

④機能訓練・レクリエーション 

・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るの 

に必要な機能の回復またはその減退を防止する為の訓練を実施します。 

また、レクリエーション等のアクティビティーサービスを実施します。 

 

⑤栄養管理 

・管理栄養士が立てる献立表により、栄養ならびに健康状態に着目した栄養管理

を行ないます。 

 

⑥その他必要な身体介護 

⑦その他自立への支援 

・寝たきり防止の為、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行なうよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるように援助します。 

・季節に応じたレクリエーションを実施します。 

・外出の機会をできる限り多く設けます。 
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〈サービス利用料金〉 

 下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保

険給付費額を除いた金額（１～３割＝自己負担額）をお支払い下さい。 

 尚、利用料金表の自己負担額には、基本サービス費や機能訓練配置加算・サービス

提供体制強化加算Ⅱ・・看護体制加算（Ⅲ・Ⅳ）・夜勤職員配置加算（Ⅱ）・地域加算

（※）が含まれております。 

※ 地域加算：札幌市は地域加算が「7級地」となり、１単位＝10.17円として計算しています。 

※ 要支援には夜勤職員配置加算・看護体制加算は含まれません。 

※  

（日額） 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

自己負担 

１割 

２割 

３割 

 

 ５６８円 

１，１３７円 

１，７０５円 

 

６９７円 

１，３９５円 

２，０９２円 

 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

自己負担 

 １割 

 ２割 

 ３割 

 

８００円 

１，６００円 

２，４００円 

 

８６９円 

１，７３９円 

２，６０８円 

 

９４５円 

１，８９１円 

２，８３７円 

 

１，０１８円 

２，０３６円 

３，０５４円 

 

１，０８８円 

２，１７６円 

３，２６４円 

 

(基本サービス費)※ユニット型個室 

要介護度 要支援１ 要支援２ 

基本単位 529単位 656単位 

 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位 704単位 772単位 847単位 918単位 987単位 

 

★ 各加算の内容 

 種  類        単位／日        内       容 

                    機能訓練指導員の職務に従事する職員を 1名以上 

機能訓練配置加算   １２単位   配置している。 

 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化     １８単位    介護福祉士が 60％以上配置されている為の加算。 

加算（Ⅱ）          

                     夜勤を行う介護職員の数が、最低基準を１名以上 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）  １８単位   上回っている為の加算。 
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看護体制加算（Ⅲ）イ   １２単位   常勤の看護師を 1名以上配置していること 

看護体制加算（Ⅳ）イ   ２３単位   当該事業所の看護職員により、24時間の連絡体確 

を保していること。           ※看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定要件である体制要

件に加え、（前年度の）利用者のうち要介護 3以上 の

利用者を 70％以上受入れた場合。 

 

★その他、個別に該当した場合に加算されるサービス利用料金 

 下記事項が個別に発生・該当した場合には、事前にご説明・ご相談いたします  

 

種  類 単位数 内  容 

療養食加算   ８単位/回 医師の発行する食事箋に基づいて糖尿病食・肝臓病食・胃潰瘍

食・貧血食・膵臓病食・高脂血症食・痛風食・肝臓食・減塩食

等を提供した場合 

医療連携強化加

算 

５８単位  ・看護職員による定期的な巡視を行なっていること。 

・あらかじめ協力医療機関を定め、対応に係る取り決めを行な

っていること。 

・急変時の医療提供方針に、利用者から合意を得て 

いること。 

認知症専門ケア

加算（Ⅰ）  

3単位 ①認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者の 1/2以上 

②認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立

度Ⅲ以上の者が 20人未満の場合は 1名以上配置し、20人以上

の場合は 10又はその端数を増すごとに 1名以上配置。 

③職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的

指導会議を定期的に実施。 

看取り連携体制

加算 

64単位/日 看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対

してサービス提供を行うこと。 

①看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ を算定していること。 

②看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ を算定しており、かつ、短期

入所生活介護事業所の看護職員により、又は施設の看護職員と

の連携により 24時間連絡できる体制を確保していること。 

・看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者

又はその家族等に対して当該対応方針の内容を説明し、同意を

得ていること。 

介護職員等処遇改

善加算Ⅰ 

総単位数× 

14.0％/月 

・キャリアパス要件、Ⅰ(任用要件・賃金体系)、Ⅱ(研修の実施等)、

Ⅲ(昇給の仕組み)、Ⅳ(改善後の賃金額)、Ⅴ(介護福祉士等の配

置)を満たしている。 

・月額賃金改善要件Ⅰ、Ⅱ(賃上げ効果を継続できるように、加

算額の 2/3 は介護職員等のベースアップ等に使用する事)を満

たしている。 
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・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件｢資質の向上｣｢労働

環境・処遇の改善｣｢その他｣において、それぞれの項目で 1 つ

以上の取り組みを行っている  

・介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームペ

ージに掲載するなどの｢見える化｣を行っている。 

生産性向上推進加

算Ⅱ 

10単位/月 ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担

軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安

全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善

活動を継続的に行っていること。 

・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデー

タの提供を行うこと。 

 

★送迎も介護保険の給付対象のサービスとなります。 

・送迎費： 概ね１８７円〈片道〉 

 

 

 

★ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合 

サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、

自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻し（償還払い）されます。償還払いとな

る場合、ご契約者が保険給付の申請を行なう為に必要な事項を記載した「サービス提

供証明書」を交付します。 

★介護保険給付に変更があった場合 

 変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス   （契約書第５条、第９条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 尚、食費と居住費は世帯ごとの収入や課税状況によって金額が変わります。 

 

〈サービスの概要と利用料金〉 

①滞在費 

・居住費（室料＋光熱費）を、下記の利用料金表に基づきいただきます。 

②食費 

・食費（食材料費＋調理にかかる経費）の下記の料金表に基づいていただきます。 

※利用者負担段階 食費（日額） 居住費（日額） 

第４段階 負担限度額 

１， ７６０円 

朝食 ５０３円 

昼食 ６３５円 

夕食 ６２２円 

２，３３０円 

第３段階Ⅱ 負担限度１，３００円 

※各食費同上 

１，３７０円 

第３段階Ⅰ 負担限度額１，０００円 

※各食費同上 

１，３７０円 

第２段階 負担限度６００円 

※各食費同上 

８８０円 

第１段階 ３００円 ８８０円 

※利用者負担段階 

第４段階： 課税世帯の方、３，２，１（下記）以外の方 

   第３段階： 世帯全員が市町村税非課税で年収が８０万円以上の方 

第２段階： 世帯全員が市町村税非課税で年収が８０万円以下の方 

第１段階： 世帯全員が市町村税非課税で老齢福祉年金を受給している方 

※上記①②につきましては、所得の段階により「特定入所者介護サービス費」として

補足給付が受けられます。 

③嗜好品費 

・提供の食事以外ご希望の食事（外食・出前など）、嗜好品（タバコ・お酒など） 

ご希望の場合は、要した費用の実費をご負担いただきます。 

 

④理・美容費 

・週１回程度、理・美容師の出張による理・美容サービス（調髪・顔剃・パーマ・ 

毛染め）をご利用いただけます。料金は実費をいただきます。 

  （参考）美容カット     ２，３００円 

      男性カット     ２，０００円 

      パーマ       ５，２００円～ 

      毛染め       ４，０００円～ 

      シャンプー・セット １，７００円 
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⑤テレビ・冷蔵庫使用代 

・ご希望者には居室内にテレビ・冷蔵庫が設置されます。 

      テレビ１日につき、１５０円 

      冷蔵庫１日につき、１００円 

⑥タオル使用費 

・フェイスタオル・バスタオルは施設でご用意します。 

※特別なタオルを使用したい場合は用意をして頂きます。 

⑦入浴関連費 

・シャンプー、リンス、石けん、ボディータオル等は、実費でご負担いただきま

す。 

⑧口腔関連費 

・歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤などご使用の物は、実費でご負担いただき

ます。 

⑨レクリエーション材料費 

・ご利用者のご希望により、レクリエーションに参加できます。尚、行事の際は 

内容によって実費をご負担いただきます。 

⑩特殊医療材料費 

・傷保護シートなど、医療処置にかかった材料費は実費でご負担いただきます。 

⑪複写の交付 

・ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物 

を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

 

⑫通常の送迎の実施地域（札幌市内）以外の地域に居住する利用者に対して行なう 

送迎費用 

・事業所から片道概ね１０ｋｍ未満～３００円（片道） 

・事業所から片道概ね１０ｋｍ以上～６００円（片道） 

 

⑬その他 

・おむつ代は介護保険給付対象となっておりますのでご負担の必要はありません。 

・衣類の洗濯代は施設独自のサービスとなっておりますので、ご負担の必要はあ 

りません。ただし、家庭用洗濯機で洗えない物でクリーニングを必要とする場合 

は実費をご負担いただきます。 
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（３）料金のお支払い方法 （契約書第９条参照） 

  

 

前記（１）（２）の料金・費用は１ヶ月ごとに計算しご請求します。翌月 15日以降に

以下のア．イ．ウ．いずれかの方法でお支払い下さい。 

 尚、１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は利用日数に基づいて計算

した金額とします。 

 

 ア．下記指定口座への振込み 

 

   銀行名：  北陸銀行 札幌支店     

 口座種類： 普通      口座番号： ５０５９０８１ 

   口座名義： 社会福祉法人 ノマド福祉会 

         特別養護老人ホーム はっさむ はる 

         理事長 田尻 稲雄 

  ※ 振込み手数料はご本人負担となっています。 

 

イ． 口座振替（貯金通帳からの自動引落し） 

 

   銀行 北陸銀行 みずほ銀行 東京三菱銀行 ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

      りそな銀行 みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 埼玉りそな銀行 北海道銀行 

      青森銀行 みちのく銀行 北洋銀行  中央三井信託銀行 

信用銀行    北海道の信用金庫（全２８金庫） 

   労働金庫    北海道労働金庫（３４本支店） 

   信連魚・漁協  北海道信連（10本支所） 北海道内の全漁業 北海道内の全農協 

  ※ 引き落とし手数料はご本人負担となっています。（１６５円） 

 

郵便局     全国の郵便局 

  ※ 引き落としの手数料はご本人負担となっています。（１０円） 

 

 

  ウ．特別養護老人ホームはっさむ はる 窓口での支払い（やむを得ない場合） 
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（４）協力医療機関について 

当施設では、下記の医療機関が協力病院となっております。（但し、下記医療機関

での優先的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関で

の診療・入院治療を義務付けるものでもありません。） 

 

〈協力医療機関〉 

医療機関の名称       所 在 地          主な診療科 

医療法人 讃生会                        脳神経外科・内科 

宮の森記念病院  札幌市中央区宮の森３条７丁目 5－25 循環器科・皮膚科 

            ０１１－６４１－６６４１    腎臓・透析内科 他 

医療法人 北志会 

ライラック病院  札幌市豊平区豊平６条８丁目     内科・整形外科 

０１１－８１２－８８２２ 

医療法人 

東札幌病院    札幌市白石区東札幌３条３丁目 7－35  内科 

０１１－８１２－２３１１ 

 

新川中央眼科    札幌市北区新川３条７丁目１－６４   眼科 

            ０１１－７６９－１０１０ 

 

〈協力歯科医療機関〉※入居者対象 

医療機関の名称        所 在 地          主な診療科 

わたなべ歯科    札幌市北区北 27条西 5丁目 1－28 

  クリニック       エフテービル ５F       歯 科 

           ０１１－７５７－４６１８ 

 

７．サービスの利用にあたっての留意事項 

（１）事業所は、ご利用者又はご契約者が次のいずれかに該当する場合は、サービス

提供を停止又は中止することができるものとします。 

① ご利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、利用契約時に故意に 

告知せず、又は不実な告知を行なった場合 

② 契約書第８条に定める利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定 

めた催告にもかかわらず支払いがなされない場合 

③ 故意又は重大な過失により従業者、他の利用者の生命、身体、財物、信用等 

を傷つけ、又は著しい不信行為を行なった場合 

④ 事業所の制止又は従業者のたびたびの注意等にもかかわらず、以下の定める 

禁止事項を繰り返し行なった場合 

⑤ インフルエンザやノロウィルス等の感染症に罹患した場合 

 ※⑤に関して、同居されているご家族等が罹患したが、ご利用者に症状が出ていな

い場合にもウィルスの潜伏期間等を考慮し、受け入れを検討させて頂く場合があ
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ります。尚、ご利用者又はご家族等が罹患してしまった場合には、速やかに施設

へご連絡いただくようお願いします。（集団感染予防の為） 

  

（２）利用者は、施設内において、次の各号に定める禁止行為を行なってはならない。 

① 決められた場所以外での喫煙 

② 従業者、他の利用者等に対して、迷惑の及ぶ宗教活動、政治活動、営利活動 

等を行なうこと 

③ 従業者、他の利用者等に対する著しい暴力行為又は施設及び備品に対する著

しい破壊行為 

④ その他、施設の秩序又は風紀を著しく乱す行為 

 

（３）利用者からの頂き物に関する取り扱いについて 

① 利用者又はご家族からの飲食・物品・金銭の授受は当法人の就業規則の職員

禁止行為にあたりますことから、ご遠慮させて頂きます。 

② また、サービス利用中における利用者間での飲食・物品・金銭等の授受もご

遠慮して頂いております。 

 

８．個人情報の取扱いについて 

1. 利用目的 

① 介護保険にかかる介護認定の申請及び更新、変更に必要な場合 

② 利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施

するサービス担当者会議での情報提供に必要な場合 

③ 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）その他社

会福祉団体等との連絡調整に必要な場合 

④ 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある

場合 

⑤ 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスで必要な場合 

⑥ 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議で必要な場合 

⑦ その他サービス提供で必要な場合 

⑧ 上記各号に関わらず、緊急を要するときの連絡等で必要な場合 

 

2. 利用条件 

・個人情報の提供は必要最小限とすること 

・サービス提供に関わる目的以外には使用しないこと 

・サービスの利用に関わらず契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に 

漏らさないこと 

・個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する

こと 
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９．苦情の受付について（契約書第２６条参照） 

社会福祉法第８２条の規定により、当施設ではご利用者の皆様からの苦情に、適切

に対応する体制を整えております。 

（１）「苦情申出窓口」の設置について 

  ★苦情受付窓口（担当） 

     生活相談員：   山田 記央 

   

★第三者委員 

     大竹 トキ  TEL：０１１－６６５－６２９５ 

     石井 弘子  TEL：０１１－６６２－０３２７ 

     西澤 一子  TEL：０１１－６６１－９０３９ 

★苦情解決責任者 

     施設長      猪股 久美 

 

（２）苦情の受付 

 苦情は、面接・電話・書面等により苦情受付担当者が随時受付けます。尚、第三者

委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

（３）苦情受付の報告・確認 

 苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三

者委員への報告を望まない場合を除く）に報告します。第三者委員は内容を確認し、

苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 

 

（４）苦情解決の為の話し合い 

 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、

苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。尚、第三者委員の

立会いによる話し合いは、次により行ないます。 

      （ア）第三者委員による苦情内容の確認 

      （イ）第三者委員による解決案の調整及び助言 

      （ウ）話し合いの結果や改善事項等の確認 
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（５）その他苦情受付機関 

 国民健康保険団体連合  所在地： 札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 

  （総務部介護保険課  電話番号：０１１－２３１－５１６１（代表） 

      苦情処理係） 

 北海道福祉サービス   所在地： 札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ ３Ｆ 

   運営適正化委員会  電話番号：０１１－２０４－６３１０（代表） 

中央区：札幌市中央区南３条西 11丁目 TEL：０１１－２３１－２４００ 

         西区： 札幌市西区琴似２条７丁目   TEL：０１１－６４１－２４００ 

         手稲区：札幌市手稲区前田１条 11丁目 TEL：０１１－６８１－２４００ 

 札幌市各区役所 北区： 札幌市北区北 24条西６丁目  TEL：０１１－７５７－２４００ 

  保健福祉課  東区： 札幌市東区北 11条東７丁目  TEL：０１１－７４１－２４００ 

         白石区：札幌市白石区本郷通３丁目北  TEL：０１１－８６１－２４００ 

         清田区：札幌市清田区平岡１条１丁目  TEL：０１１－８８９－２４００ 

         南区： 札幌市南区真駒内幸町２丁目  TEL：０１１－５８２－２４００ 

         豊平区：札幌市豊平区平岸６条 10丁目 TEL：０１１－８２２－２４００ 

         厚別区：札幌市厚別区厚別中央 1条 5丁目 TEL：０１１－８９５－２４００ 

 

 

１０．身体拘束の禁止 

①事業者は、契約者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束及びその他の方法により、契約者の行動を制限しないものとします。 

② 緊急やむを得ない理由により身体拘束を行なった場合には、契約者及びその家族

等に対し、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」に基づき、個別に詳細な

説明を行ない、十分な理解と同意を得た上で、署名・捺印をいただくものとしま

す。 

身体拘束が行なわれた場合には、随時再検討を行い、身体拘束を継続する必要性がな

くなった時点で、速やかに解除するものとします。その場合には、家族等に報告をす

るものとします。 

 

１１．虐待防止に関する措置 

事業者は、高齢者の人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施します。 
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１２．非常災害対策及び業務継続計画 

① 事業者は、非常災害（火災、風水害、地震等をいう。）に対する具体的な対策計画

を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定めておくとともに、

非常災害に備えるため、年２回、定期的に避難・救出訓練を行います。 

② 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対しサービスの提供を継続的に実

施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画の策定

を行います。 

③ 業務継続計画は、従業員に周知し、年 2回以上、研修及び訓練を行う。 

 

１３．事故発生時の対応について 

 ① ご利用者に対するサービス提供により重大な事故が発生した場合には、速やか

に市町村、ご家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。 

② サービス従業者による直接介助中の事故により、ご利用者に生じた損害について

は、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合の同様

とします。但し、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる

場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる損害賠償責

任を減ずる場合があります。 

③ 事故が生じた際には、事業者はその原因を解明し、再発生を防ぐ為の対策を講じ

ます。                        

（契約書第１６条参照） 

 

１４．身元保証人 

 契約締結にあたり、「身元保証人」を定めていただきます。身元保証人は、本契約

から生じる契約者の一切の債務について、極度額の 70 万円の範囲において、契約者

と連帯して保証して頂きます。 

 契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご自身が引き

取れない場合には「身元保証人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

 また、事情により「身元保証人」の途中変更は可能です。 

 

１５．（ハラスメント対策について） 

事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくり

を目指します。 

利用者及びご家族が事業所の職員に対して次のようなハラスメント等行為を行っ

たことが確認された場合は、改善を求め、それでも解消されない場合は【指定短期入

所生活介護施設はっさむはる及び指定予防短期入所生活介護はっさむはる 利用契

約書】 第六章「契約の終了」 第２６条（事業者からの契約解除）（３）の規定に

基づき、この契約を解除する場合があります。 
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①  身体的暴力 

叩く、蹴る、手を払いのける、物を投げつける 等 

②  精神的暴力 

罵倒や威嚇、脅迫、無視、理不尽な要求を繰り返す、威圧的な態度をとる、命令の乱

用、長時間の叱責 等 

③  セクシュアルハラスメント 

必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的・卑猥な言動をする 等 

④  その他（前各号に準ずる行為） 

職員への誹謗中傷、人格を否定する発言、合理的な理由のない長時間の拘束や謝罪の

要求、社会理念上相当程度を超えるサービス提供の要求 等 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

指定短期入所生活介護サービス及び指定予防短期入所生活介護サービス提供に際

し、本書面に基づき、重要事項の説明を行ないました。 

 

指定短期入所生活介護施設及び指定予防短期入所生活介護施設 はっさむ はる 

 

説明者職員：生活相談員   氏名：                印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護

サービス及び指定予防短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

     

契約者住所：                                 

 

                    氏名：              印 

     

署名代行者氏名：              印 

     

 

身元保証人住所：                                 

                         

氏名：              印 

 

                   （契約者との関係：          ） 


